
○ 調査票は、機械にかけますので、汚したり、丸めたり、最初に折られている以上に折ったりしないでください。
○ 記入は必ず黒の鉛筆又は黒のシャープペンシルでお願いします。 （ボールペン等は使用不可。）

調査票の記入にあたって
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付５ 調査票の記入のしかた 



記入もれや記入誤りがないか、提出前にもう一度ご確認ください

この用紙は、再生紙を利用しています。

労働力調査をよそおった「かたり調査」にご注意ください

『基礎調査票』は、「⑤月末１週間に仕事をしたかどうかの別」の記入内容で、

回答する項目が異なります。

仕事を探して
いた人
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⑤月末１週間に仕事をしたかどうかの別 →

調査員証
○　労働力調査では、金銭を要求することは絶対にありません。また、銀行口座の暗証

番号やクレジットカード番号などをお聞きすることもありません。

○　労働力調査をよそおった不審な訪問者や、不審な電話・電子メールなどにご注意く

ださい。不審に思った際には、回答しないで、速やかにお住まいの都道府県にお知ら

せください。

○　労働力調査の調査員は、都道府県知事が発行する「調査員証」を携帯しています。

仕事をした人
休業していた人

 
  




